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第３章 災害情報通信計画 
 

 災害予防対策及び災害応急対策を実施するために必要な予報（注意報を含む。）、警報及び特

別警報並びに情報等の伝達及びその他の情報の収集等については、この計画によるものとする。 

 

第１節 予報（注意報を含む。）、警報及び特別警報並びに情報等の

伝達計画 

 

１ 予報（注意報を含む。）、警報及び特別警報並びに情報等の種類及び発表基準 

⑴ 注意報発表基準 

   風   雪  （平均風速）   10m/s以上 雪による視程障害を伴う  

  強   風  （平均風速）   12m/s以上 

 

  大   雨 

 ※１ 

  １時間雨量   30㎜以上(平坦地以外) 

  ３時間雨量   50㎜以上(平坦地) 

 土壌雨量指数基準   117以上 

  洪     水 （流域雨量指数基準） 

 ※２ 

  流域雨量指数基準が熊穴川流域で4以上 

  大     雪 

（現地の12時間降雪の深さ） 

  30㎝以上 

 

雷   落雷等により被害が予想される場合 

  乾           燥   最小湿度30%以下で、実効湿度60%以下 

  濃   霧   （視  程）   陸上200m以下 

      霜     （最低気温）   3℃以下 

  な     だ     れ 
  ア 24時間降雪の深さ30㎝以上 

  イ 積雪の深さ50㎝以上で、日平均気温5℃以上 

 

  低   温 

 ５月～10月 

（平均気温） 

  平年より５℃以上低い日が２日以上継続 

 11月～４月 

（最低気温） 

  平年より８℃以上低い 

 

 

 

   着           雪 

 

  気温０℃くらいで強度並以上の雪が数時間以上継続 

 

  融   雪 （雨量、融雪量） 

 

  24時間雨量と融雪量（相当水量）の合計が70㎜以上 

 

 ※１ 「大雨」は、水防活動用気象注意報を兼ねる。 

 ※２ 「洪水」は、水防活動用洪水注意報を兼ねる。 
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⑵ 警報発表基準 

 暴    風 平均風速   18m/s以上  

暴  風  雪 平均風速   16m/s以上。雪による視程障害を伴う 

大    雨 

※１ 

１時間雨量   50㎜以上(平坦地以外) 

３時間雨量   80㎜以上(平坦地)   

洪    水 

※２ 

流域雨量指数基準   熊穴川流域で5以上 

   

記録的短時間 

大雨情報基準 

※３ 

 

１時間雨量 

  

80㎜以上 

大    雪 

現地の12時間降雪

の深さ 

   

50㎝以上 

※１ 「大雨」は、水防活動用気象警報を兼ねる。 

※２ 「洪水」は、水防活動用洪水警報を兼ねる。 

※３ 「記録的短時間大雨情報」とは、大雨・警報が発表されている期間中、数年に一度程度

しか発生しないような短時間の大雨を観測または解析したときに府県気象情報の一種とし

て発表される情報。 

 

⑶ 特別警報発表基準 

暴風特別警報 
暴風により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発

表される。 

暴風雪特別警報 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれが著しく大きい

ときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴

うことによる視程障害などによる重大な災害」のおそれについて

も警戒を呼びかける。 

大雨特別警報 

大雨による重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発

表される。大雨特別警報には、大雨特別警報（土砂災害）、大雨

特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水害）のよう

に、特に警戒すべき事項が明記される。 

大雪特別警報 
大雪により重大な災害が発生するおそれが著しく大きいときに発

表される。 

 

２ 予報（注意報を含む。）、警報及び特別警報並びに情報等の伝達系統及び方法 

  気象官署等の発する気象、水防等に関する予報（注意報を含む。）、警報及び特別警報並び

に情報等の伝達方法は、予報（注意報を含む。）、警報及び特別警報並びに情報等伝達系統図

（別図）に基づき最も有効な方法により通報し、又は伝達するものとする。 

⑴ 注意報、警報及び特別警報は、通常の勤務時間中は総務部総務課防災危機対策室が、勤務

時間外は宿日直業務員が受理する。 
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⑵ 注意報、警報及び特別警報を受理した場合は、気象情報等受理簿に記載し、直ちに総務課

防災危機対策室長に連絡し、指示を受け、必要に応じて関係部課長等に連絡するものとす

る。 

 

予報（注意報を含む。）、警報及び特別警報並びに情報等の伝達責任者一覧 

伝 達 先 伝達責任者 伝達方法 備  考 

庁内関係各部課 

庁外関係各課等 

滝川地区広域消防事務組合消防本部 

関係機関・団体 

町内会長 

保育所 

各学校・幼稚園 

防災危機対策室長 

   〃 

   〃 

   〃 

市民生活部長 

保健福祉部長 

教 育 部 長 

口頭・庁内放送 

電話・口頭 

  〃 

  〃 

  〃 

  〃 

 

 

 

 

広報車 

 

小・中・高等学校 

 

⑶ 夜間、休日等において宿日直業務員が予報（注意報を含む。）、警報及び特別警報並びに

情報等を受けたときは、気象情報等受理簿に記載するとともに、次に掲げる警報については

防災危機対策室長（不在のときは、総務課長）に連絡し、当直明けの際に気象情報等受理簿

を防災危機対策室長に提出するものとする。 

ア 気象警報・特別警報等 

  暴風、暴風雪、大雨、洪水、浸水及び大雪 

イ その他 

 気象注意報及び各種注意報で情報の伴うものについては、直ちに防災危機対策室長 

（不在のときは、総務課長）に連絡するものとする。 

 気象注意報及び各種注意報で情報の伴わないものについては、当直明けの際に気象情

報等受理簿を防災危機対策室長に提出するものとする。 

 

気 象 情 報 等 受 理 簿 

（決  裁  欄） 
受 

 

理 
 

事 
 

項 

 

予報（注意報

を含む。）、

警報及び特別

警報並びに情

報の種別 

 

発令日時  ・  ： 受信方法 

受信日時  ・  ： 電話 ・ 無線 ・ その他 

発 信 者  受 信 者  
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広

報

車

等 

広

報

車

等 

別図 

 

予報（注意報を含む。）、警報及び特別警報並びに情報等伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                 

                                                 

                                                  

                                

                                    

 

                            

 

札幌管区気象台 

札幌開発建設部 

滝川河川事務所 

0 1 2 5 - 7 6 - 2 2 1 1 

札幌建設管理部 

滝 川 出 張 所 

0 1 2 5 - 2 2 - 3 4 3 4 

札幌開発建設部 

滝川道路事務所 

0 1 2 5 - 2 2 - 4 1 4 7 

北電旭川水力セン 

ター芦別土木課 

0 1 2 4 - 2 2 - 3 2 1 1 

ＮＴＴ東日本 
（仙台センタ） 
・ＮＴＴ西日本 
（大阪センタ） 

北海道警察本部 

0 1 1 - 2 5 1 - 0 1 1 0 

自衛隊（陸上自衛

隊第10普通科連隊

第３科） 

0 1 2 5 - 2 2 - 2 1 4 1 

（内線230・232） 

報 

道 

機 

関 

滝 川 市 役 所 

（ 総 務 課 又 は 当 直 職 員 ） 

滝川地区

広域消防

事務組合

消防本部 

消防職員・団員 

庁 

内 

関 

係 

部 

課 

教

育

委

員

会 

各

学

校 

職 員 

関

係

機

関

・

団

体 

一    般    住    民 

市  長 

副 市 長 

総務部長 

防災危機
対策室長 

児童・生徒 

Ｆ 

Ｍ 

Ｇ 

ス

カ 

イ 

消

防

庁 

北

海

道 


